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第5章 教員の人材育成 
 

1 東京都の教育に求められる教員像 

(1) 教育に対する熱意と使命感をもつ教師 

・子供に対する深い愛情 

・教育者としての責任感と誇り 

・高い倫理観と社会的常識 

 

(2) 豊かな人間性と思いやりのある教師 

・温かい心、柔軟な発想や思考 

・幅広いコミュニケーション能力 

 

(3) 子供のよさや可能性を引き出し伸ばすことができる教師 

・一人一人のよさや可能性を見抜く力 

・教科等に関する高い指導力 

・自己研さんに励む力 

 

(4) 組織人としての責任感、協調性を有し、互いに高め合う教師 

・より高い目標にチャレンジする意欲 

・若手教員を育てる力 

・経営参加への意欲 

 

「東京都教員人材育成基本方針【一部改正版】」（平成27年2月）より 

 

2 教員に求められる能力と教員の資質能力の向上 

教育公務員特例法等が平成28年11月に一部改正されたことに伴い、東京都教育委員会

では、平成29年2月に東京都教員育成協議会を設置し、「養成・採用・研修」を一体とし

た人材育成等の在り方等について協議を行い、平成29年に「東京都公立学校の校長・副

校長及び教員としての資質の向上に関する指標」を策定し、令和2年に養護教諭と栄養教

諭の資質の向上に関する指標を追加した。この指標は、教育公務員特例法第22条の3第1

項において規定する「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」であり、教員自

らが生涯にわたって、キャリアに応じて求められる資質の向上に努められるようにした

ものである。 

＜概要＞ 

○教員（主幹教諭、指導教諭、主任教諭、教諭）及び教育管理職（校長、副校長）が、

各職層に応じて身に付けるべき能力を示した。その際、成長段階に応じて、学校組

織の中で求められる役割や能力が段階的に高まっていくように示した。 



206 

 

○教員に求められる能力として、学習指導力、生活指導力・進路指導力、外部との連

携・折衝力、学校運営力・組織貢献力の４項目を示した。 

○教育管理職に求められる能力として、学校指導力、外部折衝力、人材育成力、教育

者としての高い見識の4項目を示した。 

○教員及び教育管理職に共通して求められる能力として、教育課題に関する対応力を

掲げ、職層ごとに、様々な教育課題に対応できるよう、必要な役割と能力を示した。 
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東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標 

成長段階の 

設定 

成長段階については、教員が目指すべきキャリアステージが職層と一致するよう、 

その職層に応じて身に付けるべき力を示します。 
 

栄養教諭  栄養教諭  教育管理職 

成長段階 

栄養教諭 主任栄養教諭  
主幹教諭（栄養） 

 

求められ

る 

能力や役

割 

副校長 校長 
基礎形成期 伸長期 充実期   

１～３年目 ４年目～ ９年目～  11年目～ 教育管理職候補者  ○学校経営の視点で、組

織目標の達成や人的管

理ができる力を身に付

けるとともに、所属職

員の人材育成について

責任をもつ。 

○教育者として高い見

識をもち、広い視野

で学校経営ができる

力を身に付けるとと

もに、副校長等の人

材育成について責任

をもつ。 

求められる 

能力や役割 

○栄養教諭としての基礎的な

力を身に付ける。 

○教職への使命感、教育公務

員としての自覚を身に付け

る。 

○知識や経験に基づく実践力

を高め、初任者等に助言す

る。 

○主任教諭等を補佐し、分掌

組織の一員として貢献す

る。 

○校務分掌などにおける学校

運営上の重要な役割を担当

する。 

○同僚や若手教員、地区の栄養

教諭及び食育リーダー等へ

指導的役割を担う。 

 ○学校運営組織における中心的な

役割を担う。 

○管理職を補佐し、教員を育成す

る。 

○副校長として必要な学校運営

ができる力を身に付ける。 

○自校の課題について、管理職の

視点から解決策を立案できる。 

 

               

教

員

が

身

に

付

け

る

べ

き

力 

学習指導力・学校

給食の管理に関す 

る力 

・地区における食育推進に取り組み、同僚、食育リーダー、

関係機関等と円滑な連携を図ることができる。 

・学習指導要領の趣旨を踏まえ、児童・生徒理解に基づき、

学級担任等と連携を図りながら、食に関する指導を進め

ることができる。 

・学校給食の意義及び背景を理解し、専門的な知識・技能を

活用しながら、学校給食の管理を行うことができる。 

・専門的な知識・技能を活用

し、地区における食育推進の

意義及び背景を理解した上

で、地区内の状況を把握及び

管理することができる。 

・栄養教諭への助言や支援及

び食育リーダー等への支援

を行うことができる。 

・若手教員の指導上の課題を

捉え、助言・提案等をするこ

とができる。 

 ・年間授業計画の実施状況を把握

し、学年主任や教科主任に指導・

助言できる。 

・学校全体の年間授業計画や授業改

善推進プラン、個別指導計画、評

価計画等を作成することができ

る。 

 

 

学

校

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

能

力 

学校 

経営

力 

・学校経営方針に基づ

き、担当した分掌に

おける課題について

解決策を提案し、教

職員を支援・指導し

て課題を解決でき

る。 

 

学

校

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

能

力 

学校 

経営力 

・校長の経営方針を踏

まえ、学校が組織とし

て機能するよう、全教

職員を適材適所に配

置して、課題を解決で

きる。 

・学校経営目標達成の

ため、学校経営上の

課題を早期に把握

し、課題解決のため、

組織的に学校改革を

推進することができ

る。 

生活指導力・ 

進路指導力 

・食に関して特別の配慮を必

要とする児童・生徒に対す

る個別的な指導を行うこと

ができる。 

・児童・生徒と信頼関係を構

築し、生活指導上の問題に

直面した際、他の教員に相

談しながら解決できる。 

・食に関して特別の配慮を必

要とする児童・生徒に対し、

校内支援体制の充実及び関

係機関との連携を図りなが

ら、個別的な指導を行うこ

とができる。 

・生活指導上の問題につい

て、学級担任や養護教諭等

と連携して、対応できる。 

・若手教員が抱える課題に気

付き、解決に向け指導・助言

することができる。 

・児童・生徒に自己有用感をも

たせることができる。 

・自校の課題について、解決策

を提案することができる。 

 ・児童・生徒の観察や他の教員から

の情報収集に基づき、自校の生活

指導・進路指導の課題を捉え、管

理職と連携して、改善策を提案

し、実行することができる。 

・指導方針や指導方法の徹底に向け

主任教諭等への指示や連絡・調整

を行うことができる。 

・児童・生徒の個性や能力を把握し、

自己実現に向けた生活指導・進路

指導の計画・実施を行うことがで

きる。 

外部 

折衝

力 

・学校に対する保護者

等からの要望や苦情

に副校長と共に対応

し、解決することが

できる。 

 

外部 

折衝力 

・保護者や地域、関係機

関の意見や要望を的

確に把握し、外部人材

活用や関係諸機関と

の連携を積極的に進

めて、校長の助言を受

け、適切に対応でき

る。 

・保護者や地域、関係機

関等との信頼関係を

築き、適切に外部人

材を活用した学校経

営ができる。 

外部との連 

携・折衝力 

・課題に応じて保護者や地

域、関係機関と連携を図り、

上司や先輩の助言に基づい

て、解決に向けて取り組む

ことができる。 

・食に関する課題に対して、

学級担任、保護者、関係機

関等と適切に対応すること

ができる。 

・課題に応じて保護者や地

域、関係機関と協働し、他

の教員と連携しながら、課

題を解決することができ

る。 

・食に関する課題に対して、

学級担任、保護者、関係機

関等と連携して適切に取り

組むことができる。 

・関係機関等に対し学校の考

えを明確に示すとともに、情

報収集を適切に行うなどし

て、円滑な関係を築くことが

できる。 

・保護者・地域・関係機関と協

働し、教育活動をより高いも

のにできる。 

 ・保護者・地域・関係機関からの苦

情や要請に対して、円滑かつ迅速

な対応を図ることができる。 

・外部への情報発信や広報につい

て、管理職と連携して、ねらいに

基づいた計画を立て、実施するこ

とができる。 

人材 

育成

力 

・学校の課題解決に向

けて、研修等につい

て管理職に提案し、

教職員を指導・育成

することができる。 

 

人材 

育成力 

・校長と共に授業観察

等を積極的に行い、全

教職員の適性や能力

を把握し、個々の職員

に合った人材発掘と

人材育成ができる。 

・人事考課制度を有効

に活用し、教員の能

力開発を行うととも

に、副校長や管理職

候補者等の人材発掘

と人材育成ができ

る。 

 

学校運営力・ 

組織貢献力 

・食に関する指導の全体計画

の策定など、組織の一員と

して校務に積極的に参画で

きる。 

・上司や先輩へ適切に報告・

連絡・相談するなど、円滑

なコミュニケーションを図

り校務を遂行できる。 

・食に関する指導の全体計画

の策定など、担当する校務

分掌についての企画・立案

や改善策を提案できる。 

・上司や同僚とコミュニケー

ションを図りながら、円滑

に校務を遂行できる。 

・主幹教諭を補佐し、職務を遂

行するとともに、担当する校

務分掌の職務について、教諭

等に指導・助言ができる。 

・学校の課題を捉え、校長・副

校長や主幹教諭に対応策等

について提案できる。 

 ・各会議や校務を遂行する場におい

て、校長の経営方針を周知徹底

し、学校運営を行うことができ

る。 

・校務分掌全体の進行管理や分掌間

の調整をするとともに、管理職と

十分協議して学校運営をするこ

とができる。 

教育

者と

して

の高

い見

識 

・東京都教育委員会及

び所属する区市町村

教育委員会の教育目

標や教育施策につい

て学び、日頃の教育

実践に生かしてい

る。 

 

教育者 

として 

の高い 

見識 

・研修や自己啓発を通

して、学校の危機管

理、学校マネジメント

や経営哲学等を学び、

実践することができ

る。 

・教育に対する地域、保

護者等都民の期待や

保護者のニーズを把

握し、高い見識や教

育理念に基づいた学

校経営を行い、期待

に応えることができ

る。 

 

               

教育課題に関する 

対応力 

・教育課題に関わる法的な位

置付けや学習指導要領の記

述を確認するなどして課題

に対する知見をもち、主体

的に対応することができ

る。 

・教育課題についての理解を

深め、主任教諭等を補佐し、

分掌組織の一員として、課

題解決のために貢献でき

る。 

・教育課題に関する校務分掌

での重要な役割を担い、主幹

教諭を補佐するとともに、同

僚や若手教員に対して適切

な助言ができる。 

 ・教育課題について高い専門性と優

れた指導力を身に付け、学校組織

における中心的な役割を担うと

ともに、管理職を補佐し、教員の

対応力向上に関して適切に指導・

助言できる。 

教育課

題に関

する対

応力 

・教育課題についての

正しい認識に基づ

き、自校の問題点に

気付き、管理職に解

決策を提案し、課題

解決に向けた進行管

理を行うことができ

る。 

 ・教育課題についての高い見識を持ち、自校の教育目標の実

現に向けて適切に対応することができる。解決に向けた目

標設定を行い、的確に役割指示と組織編制を行い、見通し

をもって進行管理及び評価・改善することができる。 
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東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標 

成長段階の 

設定 

成長段階については、教員が目指すべきキャリアステージが職層と一致するよう、 

その職層に応じて身に付けるべき力を示します。 
 

養護教諭  養護教諭  教育管理職 

成長段階 

養護教諭 主任養護教諭  
主幹教諭（養護） 

 

求められ

る 

能力や役

割 

副校長 校長 
基礎形成期 伸長期 充実期   

１～３年目 ４年目～ ９年目～  11年目～ 教育管理職候補者  ○学校経営の視点で、組

織目標の達成や人的管

理ができる力を身に付

けるとともに、所属職

員の人材育成について

責任をもつ。 

○教育者として高い見

識をもち、広い視野

で学校経営ができる

力を身に付けるとと

もに、副校長等の人

材育成について責任

をもつ。 

求められる 

能力や役割 

○養護教諭としての基礎的な力を

身に付ける。 

○教職への使命感、教育公務員とし

ての自覚を身に付ける。 

○知識や経験に基づく実践力を高

め、初任者等に助言する。 

○主任教諭等を補佐し、分掌組織の

一員として貢献する。 

○校務分掌などにおける学校運営

上の重要な役割を担当する。 

○同僚や若手教員への指導的役割

を担う。 

 ○学校運営組織における中心的な

役割を担う。 

○管理職を補佐し、教員を育成す

る。 

○副校長として必要な学校運営

ができる力を身に付ける。 

○自校の課題について、管理職の

視点から解決策を立案できる。 

 

               

教員

が身

に付

ける

べき

力 

学習指導力・

学校給食の管

理に関す 

る力 

・学習指導要領の趣旨を踏まえ、学級担任等と連携し、養護教諭の専門

性を生かした保健教育ができる。 

・児童・生徒の健康状況を把握し、救急処置、健康診断、疾病予防などの

保健管理を適切に行うことができる。 

・若手教員の指導上の課題を捉

え、助言・提案等ができる。 

・児童・生徒の健康状況を把握し、

保健管理を適切に行い、実態や

課題を捉えて解決策を提案でき

る。 

 ・年間授業計画の実施状況を把握

し、学年主任や教科主任に指導・

助言できる。 

・学校全体の年間授業計画や授業改

善推進プラン、個別指導計画、評

価計画等を作成することができ

る。 

学

校

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

能

力 

学校 

経営

力 

・学校経営方針に基づ

き、担当した分掌に

おける課題について

解決策を提案し、教

職員を支援・指導し

て課題を解決でき

る。 

 

学

校

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

能

力 

学校 

経営力 

・校長の経営方針を踏

まえ、学校が組織とし

て機能するよう、全教

職員を適材適所に配

置して、課題を解決で

きる。 

・学校経営目標達成の

ため、学校経営上の

課題を早期に把握

し、課題解決のため、

組織的に学校改革を

推進することができ

る。 

生活指導力・ 

進路指導力 

・児童・生徒の健康課題に応じて、

個別の保健指導や健康相談を行

うことができる。 

・児童・生徒と信頼関係を築き、生

活指導上の問題に直面した際は、

他の教員に相談しながら解決で

きる。 

・児童・生徒の健康課題に応じて、校

内支援体制の充実及び関係機関と

の連携を図りながら、個別の保健

指導や健康相談を行うことができ

る。 

・学年や学級の生活指導上の問題に

ついて、効果的な指導方法を助言

し、共に対応することができる。 

・若手教員が抱える課題に気付

き、解決に向け指導・助言する

ことができる。 

・児童・生徒に自己有用感をもた

せることができる。 

・自校の課題について、解決策を

提案することができる。 

 ・児童・生徒の観察や他の教員から

の情報収集に基づき、自校の生活

指導・進路指導の課題を捉え、管

理職と連携して、改善策を提案

し、実行することができる。 

・指導方針や指導方法の徹底に向け

主任教諭等への指示や連絡・調整

を行うことができる。 

・児童・生徒の個性や能力を把握し、

自己実現に向けた生活指導・進路

指導の計画・実施を行うことがで

きる。 

外部 

折衝

力 

・学校に対する保護者

等からの要望や苦情

に副校長と共に対応

し、解決することが

できる。 

 

外部 

折衝力 

・保護者や地域、関係機

関の意見や要望を的

確に把握し、外部人材

活用や関係諸機関と

の連携を積極的に進

めて、校長の助言を受

け、適切に対応でき

る。 

・保護者や地域、関係機

関等との信頼関係を

築き、適切に外部人

材を活用した学校経

営ができる。 

外部との連 

携・折衝力 

・課題に応じて保護者や地域、関係

機関と連携を図り、上司や先輩の

助言に基づいて、解決に向けて取

り組むことができる。 

・健康課題の解決及び健康の保持

増進について、学級担任、保護者

庭、関係機関等と適切に対応する

ことができる。 

・課題に応じて保護者や地域、関係

機関と連携を図り、他の教員の助

言に基づいて、解決に向けて取り

組むことができる。 

・健康課題の解決及び健康の保持増

進について学級担任、保護者、関係

機関等と連携して適切に対応する

ことができる。 

・関係機関等に対し学校の考えを

明確に示すとともに、情報収集

を適切に行うなどして、円滑な

関係を築くことができる。 

・保護者・地域・関係機関と協働

し、教育活動をより高いものに

できる。 

 ・保護者・地域・関係機関からの苦

情や要請に対して、円滑かつ迅速

な対応を図ることができる。 

・外部への情報発信や広報につい

て、管理職と連携して、ねらいに

基づいた計画を立て、実施するこ

とができる。 

人材 

育成

力 

・学校の課題解決に向

けて、研修等につい

て管理職に提案し、

教職員を指導・育成

することができる。 

 

人材 

育成力 

・校長と共に授業観察

等を積極的に行い、全

教職員の適性や能力

を把握し、個々の職員

に合った人材発掘と

人材育成ができる。 

・人事考課制度を有効

に活用し、教員の能

力開発を行うととも

に、副校長や管理職

候補者等の人材発掘

と人材育成ができ

る。 

 

学校運営力・ 

組織貢献力 

・保健室経営案の作成及び適切な

保健室経営をすることができる。 

・学校保健計画の策定など、組織の

一員として校務に積極的に参画

できる。 

・上司や先輩へ適切に報告・連絡・

相談するなど、円滑なコミュニケ

ーションを図り校務を遂行でき

る。 

・学校の健康課題を踏まえて、保健

室経営案の作成及び適切な保健室

経営をすることができる。 

・学校保健計画の策定など、担当す

る校務分掌についての企画・立案

や改善策を提案できる。 

・上司や同僚とコミュニケーション

を図りながら、円滑に校務を遂行

できる。 

・学校の健康課題を解決するため

に、組織的な保健室経営案を作

成し、適切な保健室経営をする

ことができる。 

・主幹教諭を補佐し、職務を遂行

するともに、学校保健計画の策

定など担当する校務分掌の職務

について、教諭等に指導・助言

ができる。 

・学校の課題を捉え、校長・副校長

や主幹教諭に対応策等について

提案できる。 

 ・各会議や校務を遂行する場におい

て、校長の経営方針を周知徹底

し、学校運営を行うことができ

る。 

・校務分掌全体の進行管理や分掌間

の調整をするとともに、管理職と

十分協議して学校運営をするこ

とができる。 

教育

者と

して

の高

い見

識 

・東京都教育委員会及

び所属する区市町村

教育委員会の教育目

標や教育施策につい

て学び、日頃の教育

実践に生かしてい

る。 

 

教育者 

として 

の高い 

見識 

・研修や自己啓発を通

して、学校の危機管

理、学校マネジメント

や経営哲学等を学び、

実践することができ

る。 

・教育に対する地域、保

護者等都民の期待や

保護者のニーズを把

握し、高い見識や教

育理念に基づいた学

校経営を行い、期待

に応えることができ

る。 

 

               

教育課題に関する 

対応力 

・教育課題に関わる法的な位置付

けや学習指導要領の記述を確認

するなどして課題に対する知見

をもち、主体的に対応することが

できる。 

 

・教育課題についての理解を深め、

主任教諭等を補佐し、分掌組織の

一員として、課題解決のために貢

献できる。 

・教育課題に関する校務分掌での

重要な役割を担い、主幹教諭を

補佐するとともに、同僚や若手

教員に対して適切な助言ができ

る。 

 ・教育課題について高い専門性と優

れた指導力を身に付け、学校組織

における中心的な役割を担うと

ともに、管理職を補佐し、教員の

対応力向上に関して適切に指導・

助言できる。 

教育課

題に関

する対

応力 

・教育課題についての

正しい認識に基づ

き、自校の問題点に

気付き、管理職に解

決策を提案し、課題

解決に向けた進行管

理を行うことができ

る。 

 ・教育課題についての高い見識を持ち、自校の教育目標の実

現に向けて適切に対応することができる。解決に向けた目

標設定を行い、的確に役割指示と組織編制を行い、見通し

をもって進行管理及び評価・改善することができる。 
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3 教員研修の実施 

教員に求められる基本的な力を確実に育成するため、経験や職層に応じた研修や、教

員の専門性を高める研修を実施している。 

詳細は、258ページを参照 
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